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（区 民 部） 



区 民 委 員 会 報 告 資 料 
令和８年２月２６日 

件   名 特別区区民葬儀における新たな火葬料金助成制度の開始について 

所管部課名 区民部戸籍住民課 

内   容

令和８年４月に２３区共通で開始する、特別区区民葬儀（以下「区民葬

儀」）における新たな火葬料金助成制度について、以下のとおり報告する。 

 

１ 助成対象者 

区民葬儀利用者（※１）のうち、特別区が指定する民間火葬場（※２）

において、最も低廉な火葬料金（以下「基準火葬料金」 ※３）を支払っ

た方（※４） 

 補 足 内 容 

※１ 全東京葬祭業協同組合連合会に加盟の取扱指定店（足立区内は

１３店）で「祭壇券」または「霊柩車券」のいずれかの区民葬儀

券利用者 

※２ 区民葬儀の取扱いを取り止めるため「火葬券」が利用できなく

なる、東京博善株式会社が運営する次の６火葬場 

町屋、四ツ木、落合、杉並区堀ノ内、代々幡、桐ケ谷 

※３ 他の公的制度の適用を受けている料金を除く 

※４ 「逝去者」または「葬祭執行者」が特別区内に住民登録を有し

ている 

◎ 足立区に助成申請できる要件としては、 

（１）「逝去者」が足立区内に住民登録を有している。 

（２）「逝去者」の住民登録が２３区外の場合は、「葬祭執行

者」が足立区内に住民登録を有している。 

２ 助成限度額 

大人２７，０００円、６歳未満の小人１５，０００円 

（１） 設定根拠（下表のアとイの差額ウを、千円未満切り捨て） 

項  目 大人（円） 小人（円） 

ア 特別区内の公営及び区民葬儀

取扱業者である民間火葬場の一

般料金（公営は域外）の平均額 

８７，０００ ５０，０００ 

イ 区民葬儀の火葬料金 ５９，６００ ３４，５００ 

ウ 差額 ２７，４００ １５，５００ 
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（２）差額が助成限度額に達しない場合は、その額（千円未満切り捨て）を

助成額とする。 

 

３ 助成適用日 

令和８年４月１日以降に執り行った火葬料金に対して助成を行う。 

 

４ 助成申請手続きについて 

（１）申請窓口  足立区の場合は戸籍住民課 

（２）申請方法  火葬料金の領収書を持参。区民葬儀利用者であること等を

審査のうえ、後日、口座振込する。 

 

５ 助成申請見込数 

年間７３９件 

（算出根拠） 

区民葬儀を利用した区民のうち、東京博善株式会社の火葬場利用者

（令和５年度４６３件、令和６年度５４３件）の推移等をもとに算出 

 

６ 助成制度創設の経緯 

（１）区民葬儀取扱業者のうち、東京博善株式会社が、令和８年３月３１日を

もって区民葬儀の取扱いを取り止める旨を、令和７年８月に公表した。 

（２）同月、特別区は、昨今の物価高により葬儀全般にかかる費用が増加し

ていること及び、火葬場が区民生活にとって不可欠なものであり、公共的

な施設でもあること等を踏まえ、区民葬儀利用者の経済的負担を軽減す

る観点から、２３区共通の助成制度の創設を検討することを公表した。 

（３）令和８年１月、特別区は、助成制度を令和８年４月より開始すること

を公表した。 

 

７ 今後の方針 

（１）あだち広報、区ホームページ、おくやみ相談ハンドブック「ご遺族の

方へ」等で周知する。 

（２）助成に必要な経費を令和８年度当初予算案に計上する。 

（３）自治体における、民間火葬場の火葬料に対する指導の根拠は、公営の

場合と異なり「墓地、埋葬等に関する法律」に規定がないため、引き続

き国に法制度の見直し等を東京都とともに要望していく。 
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令和６・７年度
（現行）

令和８・９年度 差

111,356円 127,400円 16,044円増

令和６・７年度
（現行）

令和８・９年度 差

医療分 47,300円 53,300円 6,000円増

子ども・子育て支援分 1,300円 1,300円増

医療分 9.67% 9.88% 0.21pt増

子ども・子育て支援分 0.26% 0.26pt増

111,356円 127,400円 16,044円増

800,000円 871,000円 71,000円増

一人当たり平均保険料額

均等割額

所得割率

一人当たり平均保険料額

賦課限度額

年度
項目

区 民 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年２月２６日 

件   名 令和８・９年度後期高齢者医療保険料率の改定について 

所管部課名 区民部高齢医療・年金課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８・９年度の後期高齢者医療保険料率について、令和８年１月２９日

に開会された東京都後期高齢者医療広域連合（以下、「都広域連合」とい

う。）議会において、以下のとおり可決されたので報告する。 

 

１ 令和８・９年度の保険料率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 年間保険料額比較（別紙１参照）、所得階層別被保険者数（別紙２参照） 

 

２ 保険料率改定の主な設定条件 

（１）被保険者数 令和８年度１７９万人、令和９年度１７８.８万人 

（２）一人当たり医療給付費の伸び率 １.６６％ 

（３）所得係数（均等割額と所得割額の賦課割合） 

ア 所得係数 １.５５ 

イ 均等割額と所得割額の賦課割合 

（ア）医療分 

３７.３３（均等割額）：６２.６７（所得割額） 
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（イ）子ども・子育て支援分 

３８.５７（均等割額）：６１.４３（所得割額） 

（４）都広域連合剰余金繰入 １９７億円 

（５）出産育児支援金の財政規模 ２年間で約４５億円 

（６）後期高齢者負担率 

１３.２７％ 

（７）賦課限度額 

８７.１万円（医療分８５万円、子ども・子育て支援分２.１万円） 

 

３ 保険料率改定における主な増加抑制及び軽減対策 

（１）特別対策の継続実施 

審査支払手数料、保険料未収金補塡分、保険料所得割額減額分、葬祭 

費の４項目について、各区市町村が一般財源で支弁する見込額（２年間 

で約２３２億円）。 

 

 

 

 

（２）（１）の特別対策を実施した場合の足立区での試算額 

都内６２区市町村議会において「都広域連合の規約変更について」の 

議案が可決された場合における一般財源の試算額は以下のとおり。 

（３）被扶養者だった方の軽減 

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など 

（国保・国保組合は除く）の被扶養者だった方の保険料を軽減 

 

 

 

 

 

賦課のもととなる所得金額 軽減割合 

１５万円以下 ５０％ 

２０万円以下 ２５％ 

項  目 
令和７年度 

当初予算額 

令和８年度 

当初予算額 

（案） 

差 額 

審査支払手数料相当額 204,707千円 202,607千円 △2,100千円 

財政安定化基金拠出金相当額 0円 0円 0円 

保険料未収金補塡分相当額 52,844千円 54,234千円 1,390千円 

保険料所得割額減額分相当額 15,362千円 16,178千円 816千円 

葬祭費相当額 275,470千円 281,090千円 5,620千円 

合  計 548,383千円 554,109千円 5,726千円 

 加入から２年を 
経過する月まで 

加入から２年経過後 

均等割額 ５割軽減 軽減なし 

所得割額 負担なし 
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４ 今後のスケジュール 

令和８年３月上旬 「あだち長寿医療だより」で周知（世帯に送付） 

４月 改定前の保険料率で仮賦課 

７月中旬 住民税決定後に本賦課し、「あだち長寿医療だよ 

り」で保険料額決定を周知 

 

５ 今後の方針 

都広域連合による改定結果をもとに、区民へ丁寧に周知、説明するとと 

もに、保険料賦課等の事務処理を円滑に進めていく。 

 

  

6



 

年間保険料額比較（公的年金収入のみの単身者で試算） 

公的年金 

収入額 

Ｒ７年度 

保険料額 

Ｒ８・９年度 

保 険 料 額 

内 訳 

増減額 増減率 

医療分 
子ども・子育て

支援分 

0～153万円 14,100円 15,200円 14,900円 300円 1,100円 7.8％ 

168万円 21,400円 22,800円 22,300円 500円 1,400円 6.5％ 

173万円 38,100円 42,400円 41,400円 1,000円 4,300円 11.3％ 

199万円 82,300円 73,800円 72,000円 1,800円 △8,500円 △10.3％ 

200万円 83,200円 91,200円 89,000円 2,200円 8,000円 9.6％ 

225万円 116,900円 116,600円 113,700円 2,900円 △300円 △0.3％ 

240万円 131,400円 142,700円 139,200円 3,500円 11,300円 8.6％ 

300万円 189,400円 203,600円 198,500円 5,100円 14,200円 7.5％ 

400万円 269,200円 287,200円 280,000円 7,200円 18,000円 6.7％ 

500万円 350,400円 372,400円 363,000円 9,400円 22,000円 6.3％ 

600万円 432,600円 458,600円 447,000円 11,600円 26,000円 6.0％ 

700万円 514,800円 544,700円 530,900円 13,800円 29,900円 5.8％ 

800万円 599,900円 634,000円 617,900円 16,100円 34,100円 5.7％ 

900万円 691,800円 730,400円 711,800円 18,600円 38,600円 5.6％ 

1,000万円 783,600円 826,600円 805,600円 21,000円 43,000円 5.5％ 

1,017万円 800,000円 843,400円 822,400円 21,000円 43,400円 5.4％ 

1,045万円 800,000円 871,000円 850,000円 21,000円 71,000円 8.9％ 

※ 賦課限度額は医療分８５万円、子ども・子育て支援分２.１万円 

 

保険料の軽減 

公的年金

収入額 

医療分 子ども・子育て支援分 

均等割額 所得割額 均等割額 所得割額 

軽減率 軽減率 

153万円 
7.2割 

－ 
7割 

－ 

168万円 50％ 50％ 

173万円 
5割 

25％ 
5割 

25％ 

199万円 

軽減無 軽減無 
200万円 

2割 2割 
225万円 

240万円 軽減無 軽減無 

  

別紙１ 
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令和７年度 所得階層別被保険者数・保険料賦課額（軽減反映後） 

年金収入換算額 被保険者数 割合 保険料賦課額 割合 

0円 ～ 1,530,000円 950,551人 52.7％ 216億円 10.3％ 

1,530,001円 ～ 1,680,000円 55,776人 3.1％ 14億円 0.7％ 

1,680,001円 ～ 1,730,000円 16,652人 0.9％ 7億円 0.3％ 

1,730,001円 ～ 1,980,000円 84,324人 4.7％ 49億円 2.3％ 

1,980,001円 ～ 2,240,000円 92,426人 5.1％ 84億円 4.0％ 

2,240,001円 ～ 2,400,000円 61,438人 3.4％ 72億円 3.4％ 

2,400,001円 ～ 3,000,000円 198,151人 11.0％ 305億円 14.5％ 

3,000,001円 ～ 4,000,000円 134,338人 7.4％ 295億円 14.0％ 

4,000,001円 ～ 5,000,000円 62,538人 3.5％ 189億円 9.0％ 

5,000,001円 ～ 6,000,000円 38,662人 2.1％ 148億円 7.0％ 

6,000,001円 ～ 7,000,000円 22,016人 1.2％ 102億円 4.9％ 

7,000,001円 ～ 8,000,000円 14,767人 0.8％ 81億円 3.9％ 

8,000,001円 ～ 9,000,000円 11,044人 0.6％ 70億円 3.3％ 

9,000,001円 ～ 10,000,000円 8,016人 0.4％ 58億円 2.8％ 

10,000,001円 ～ 10,170,000円 1,164人 0.1％ 9億円 0.4％ 

10,170,001円 ～ 10,450,000円 1,914人 0.1％ 15億円 0.7％ 

10,450,001円 ～  49,463人 2.7％ 389億円 18.5％ 

合     計 1,803,240人 － 2,103億円 － 

※ 都内６２区市町村全体の数値 

別紙２ 
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